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政策会議付議事案書（令和２年３月１７日） 

提案課名 国保年金課 

報告者名 陶山 茂 

事案名  秦野市国民健康保険条例の一部を改正することについて 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国は、令和２年３月１０日付

けで、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」を発表しました。この中で、

新型コロナウイルス感染症に感染又はその疑いのある被用者にとって、休みやすい環

境を整備するため、市町村が傷病手当金を支給する場合に、支給額全額について特例的

な措置（補助率 10/10）を行うことが示されました。 

国民健康保険法第５８条第２項の規定では、市町村は条例で定めるところにより傷

病手当金の支給を行うことができるとされていますが、本市条例には規定がないため、

傷病手当金の支給ができるよう、条例を改正するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

【国・県の動き】 

 令和２年３月１０日   新型コロナウイルス感染症対策本部（内閣）が「新型コ

ロナウイルス感染症に関する緊急対応策」を発表 

             厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に感染した

被用者に対する傷病手当金の支給等について」事務連絡 

    〃   １１日   県から「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の

支給について」事務連絡 

【新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の対象となる範囲】 

(1) 対 象 者  新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、又は発熱等の症状が   

あり感染が疑われる被用者（給与の支払を受けている者に限る。）  

(2) 支給要件  労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した 

日から労務に服することができない期間 

(3) 支 給 額  直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額  

３分の２に相当する額を１日につき支給 

(4) 適  用  令和２年１月１日から９月３０日の間に取得した休暇（ただし、入 

院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長１年６月まで支給） 

※ 財政支援や事務処理等の詳細については、今後、国から示される予定です。 

本市で支給する傷病手当金の要件等はその範囲において行います。 

 

 議題 



 

- 2 - 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

秦野市国民健康保険条例を改正し、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策

の対象となる範囲において、傷病手当金を支給できることとすること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和２年３月２３日  追加議案発送 

    〃   ２６日  令和２年３月第１回定例会に条例改正議案を提出 

           市ホームページ等により制度周知 
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１．制度概要

○ 国保制度等においては、様々な就業形態の者が加入していることを踏まえ、傷病手当金については、条例を制定し
て支給することができることとしている（いわゆる「任意給付」）。

新型コロナウイルス感染症に関する国保・後期高齢者医療における傷病手当金の対応について

２．新型コロナウイルス感染症に関する対応

〇 国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金によ
り財政支援を行うこととする。

●対象者

被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

●支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間

●支給額

直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × ２／３ × 日数

※ 上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援。

●適用

令和２年１月１日～９月30日の間で療養のため労務に服することができない期間（ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長１年６月まで）

別添





議案第○○号  

 

   秦野市国民健康保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和２年３月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス

感染症に感染した被用者及び発熱等の症状があり感染が疑われる者に対して傷

病手当金を支給するため、改正するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市国民健康保険条例（昭和３４年秦野市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第６条第２項中「第７条第２項」を「次条第２項及び第７条の２第４項」に

改める。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （傷病手当金） 

第７条の２ 被保険者（給与の支払を受けている者に限る。）が療養のため労

務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症に感染した場合

又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合に限る。）は、その被保険

者に対し、傷病手当金として１日につきその支給を始める月以前の直近の継

続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除して得た金額（その額に５

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、５円以上１０円未満の

端数が生じたきは、その端数を１０円に切り上げた額）の３分の２に相当す

る金額（その額に５０銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数が生じたときは、その端数を１円に切り上げた額）

を支給する。 

２ 傷病手当金の支給期間は、その労務に服することができなくなった日から

起算して３日を経過した日から、１年６月を限度としてその労務に服するこ

とができない期間とする。 

３ 前項の支給期間に給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対し

ては、その受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、

その受けることができる給与収入の額が、第１項の規定により支給されるべ

き額を下回るときは、その差額を支給する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の傷病につき、健

康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法

の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市国民健康
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保険条例第６条第２項及び第７条の２の規定は、同条の規定により傷病手当金

の支給を開始することとなる日が令和２年１月１日から同年９月３０日以降の

規則で定める日までにある者について適用する。 
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議案第  号 秦野市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （出産育児一時金）  （出産育児一時金） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の

出産につき、健康保険法、船員保険法（昭和１４年法律第 

７３、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他

の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第２項

及び第７条の２第４項において同じ。）又は地方公務員等共済

組合法（昭和３７年法律第１５２号）の規定によりこれに相当

する給付を受けることができる場合には、行わない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の

出産につき、健康保険法、船員保険法（昭和１４年法律第 

７３、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他

の法律において準用し、又は例による場合を含む。第７条第２

項において同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年

法律第１５２号）の規定によりこれに相当する給付を受けるこ

とができる場合には、行わない。 

 （傷病手当金）  

第７条の２ 被保険者（給与の支払を受けている者に限る。）が

療養のため労務に服することができないとき（新型コロナウイ

ルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が

疑われる場合に限る。）は、その被保険者に対し、傷病手当金

として１日につきその支給を始める月以前の直近の継続した３

月間の給与収入の合計額を就労日数で除して得た金額（その額

に５円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、５円

以上１０円未満の端数が生じたきは、その端数を１０円に切り

上げた額）の３分の２に相当する金額（その額に５０銭未満の
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端数が生じたときは、その端数を切り捨て、５０銭以上１円未

満の端数が生じたときは、その端数を１円に切り上げた額）を

支給する。 

２ 傷病手当金の支給期間は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日から、１年６月を限度

としてその労務に服することができない期間とする。 

 

３ 前項の支給期間に給与収入の全部又は一部を受けることがで

きる者に対しては、その受けることができる期間は、傷病手当

金を支給しない。ただし、その受けることができる給与収入の

額が、第１項の規定により支給されるべき額を下回るときは、

その差額を支給する。 

 

４ 第１項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の傷

病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又

は地方公務員等共済組合法の規定によりこれに相当する給付を

受けることができる場合には、行わない。 

 

  

  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦

野市国民健康保険条例第６条第２項及び第７条の２の規定は、同

条の規定により傷病手当金の支給を開始することとなる日が令和

２年１月１日から同年９月３０日以降の規則で定める日までにあ
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る者について適用する。 
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